
暴風警報発令時のスクールバス  
の運行について
大阪府「豊中市・吹田市・茨木市･箕面市の
いずれか又はこれらの市を含む地域」に
暴風警報が発令された場合、スクールバスの
運行は下記のとおりです。

○午前６時以前に警報が解除された場合
→

 
時刻表どおり運行

○午前９時以前に警報が解除された場合
→

 
午前１２時以降運行（午前運休）

○午前９時に警報が解除されない場合
→

 
終日運休
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